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出典：裁判所ホームページ（https://www.courts.go.jp）の裁判例情報をもとに作成 

事件番号 平成 23(受)2196 原審裁判所名 仙台高等裁判所 

事件名 所有権移転登記手続等請求事件 原審事件番号 平成 22(ネ)365 

裁判年月日 平成 26 年 2 月 27 日 原審裁判年月日  平成 23 年 7 月 14 日 

法廷名 最高裁判所第一小法廷   

裁判種別 判決   

結果 棄却   

判例集等 民集 第 68 巻 2 号 192 頁   

 

判示事項 権利能力のない社団の構成員全員に総有的に帰属する不動産につき所有権の登

記名義人に対し当該社団の代表者の個人名義に所有権移転登記手続をすること

を求める訴訟と当該社団の原告適格  

裁判要旨 

 

権利能力のない社団は，構成員全員に総有的に帰属する不動産について，その

所有権の登記名義人に対し，当該社団の代表者の個人名義に所有権移転登記手

続をすることを求める訴訟の原告適格を有する。 

 

全 文 

主    文 

本件上告を棄却する。  

上告費用は上告人の負担とする。 

理    由 

上告代理人吉江暢洋，同川上博基，同平本丈之亮の上告受理申立て理由第６について  

 １ 本件は，権利能力のない社団である被上告人が，その構成員全員に総有的に帰属する土地

について，共有持分の登記名義人のうちの１人の権利義務を相続により承継した上告人に対

し，委任の終了を原因として，被上告人の代表者であるＡへの持分移転登記手続を求める事案

である。  

 ２ 原審は，被上告人の請求を認容した。原判決の主文中，持分移転登記手続を命ずる部分

は，「上告人は，被上告人代表者Ａに対し，上記土地について，委任の終了を原因とする持分

移転登記手続をせよ。」というものである。  

 ３ 所論は，①権利能力のない社団の構成員全員に総有的に帰属する不動産については，当該

社団の代表者が自己の個人名義に所有権移転登記手続をすることを求める訴訟を提起すべき

ものであって，当該社団自身が代表者の個人名義に所有権移転登記手続をすることを求める

訴訟を提起することはできない，②権利能力のない社団の構成員全員に総有的に帰属する不

動産については，当該社団の代表者である旨の肩書を付した代表者個人名義の登記をするこ

とは許されないから，「被上告人代表者Ａ」名義に持分移転登記手続をすることを命じた原審

の判断は違法であるというのである。  

 ４(1) 訴訟における当事者適格は，特定の訴訟物について，誰が当事者として訴訟を追行し，

また，誰に対して本案判決をするのが紛争の解決のために必要で有意義であるかという観点

から決せられるべき事柄である。そして，実体的には権利能力のない社団の構成員全員に総有

的に帰属する不動産については，実質的には当該社団が有しているとみるのが事の実態に即

していることに鑑みると，当該社団が当事者として当該不動産の登記に関する訴訟を追行し，

本案判決を受けることを認めるのが，簡明であり，かつ，関係者の意識にも合致していると考
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えられる。また，権利能力のない社団の構成員全員に総有的に帰属する不動産については，当

該社団の代表者が自己の個人名義に所有権移転登記手続をすることを求める訴訟を提起する

ことが認められているが（最高裁昭和４５年（オ）第２３２号同４７年６月２日第二小法廷判

決・民集２６巻５号９５７頁参照），このような訴訟が許容されるからといって，当該社団自

身が原告となって訴訟を追行することを認める実益がないとはいえない。  

 そうすると，権利能力のない社団は，構成員全員に総有的に帰属する不動産について，その

所有権の登記名義人に対し，当該社団の代表者の個人名義に所有権移転登記手続をすること

を求める訴訟の原告適格を有すると解するのが相当である。そして，その訴訟の判決の効力

は，構成員全員に及ぶものと解されるから，当該判決の確定後，上記代表者が，当該判決によ

り自己の個人名義への所有権移転登記の申請をすることができることは明らかである。なお，

この申請に当たって上記代表者が執行文の付与を受ける必要はないというべきである。  

 (2) また，原判決の主文においては，「被上告人代表者Ａ」への持分移転登記手続が命じられ

ているが，権利能力のない社団の代表者である旨の肩書を付した代表者個人名義の登記をす

ることは許されないから（前掲最高裁昭和４７年６月２日第二小法廷判決参照），上記の主文

は，Ａの個人名義に持分移転登記手続をすることを命ずる趣旨のものと解すべきであって，

「被上告人代表者」という記載をもって原判決に違法があるということはできない。  

 ５ 以上によれば，被上告人の請求を認容した原審の判断は，是認することができる。論旨は

採用することができない。  

 よって，裁判官全員一致の意見で，主文のとおり判決する。  

(裁判長裁判官 山浦善樹 裁判官 櫻井龍子 裁判官 金築誠志 裁判官 横田尤孝 裁判官 白木 

勇) 

 

 

※参考：判例タイムズ 1399 号 84 頁、判例時報 2215 号 94 頁、金融法務事情 1998 号 140 頁、

金融商事判例 1439 号 14 頁、ジュリスト 1479 号 129 頁 

 


